
特殊詐欺被害防止対策業務（テレビＣＭ事業）企画提案募集要領

１ 趣旨

本要領は、特殊詐欺被害防止対策業務（テレビＣＭ事業）（以下「本業務」とい

う。）を委託するに当たり、公募型プロポーザル方式により、優れた提案及び能力

を有し最も適確と判断される受注候補者を選定するために必要な事項を定めるもの

とする。

２ 委託業務の内容

⑴ 委託業務名

特殊詐欺被害防止対策業務（テレビＣＭ事業）

⑵ 目的

本業務は、近年増加傾向にある特殊詐欺の非違防止を目的として、注意喚起広

報用動画を制作の上、テレビＣＭとして放送することにより宮城県内に広く情報

発信しようとするもの

⑶ 業務内容

別添仕様書のとおり

⑷ 委託期間

契約締結日の翌日から令和５年３月３１日（金）まで

⑸ 委託金額（委託上限額）

６，４４０，７２０円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。）

⑹ 委託場所

宮城県内で、受注者の管理する場所

⑺ その他

業務実施上の条件等は、仕様書のとおりとする。

なお、委託業務の契約に当たっては、受注候補者の企画提案内容を基に、その

実施内容について、発注者と受注候補者で協議の上、決定する。また、実際の業

務内容や進め方については、随時、協議して決定する。

３ 応募要件

企画提案しようとする者（以下「応募者」という。）に必要な要件は、次のとお

りとする。

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札

の参加者の資格）の規定に該当しない者

⑵ 応募者が所在する区域の属する地方公共団体の地方税、消費税及び地方消費税

を滞納していない者

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがな

されていない者（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除

く。）



⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者（民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除

く。）

⑸ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体に該

当しない者

⑹ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定する宗教団体に該当し

ない者

⑺ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号に規

定する措置要件に該当しない者

⑻ 宮城県内に活動拠点（本社、支店、営業所等）を有し、委託業務を的確に遂行

する能力を有すること。

⑼ 物品調達に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成９年宮城県告示第１

２７５号）第４条第２項の規定に基づく物品調達等に係る競争入札参加業者登録

簿に登録された者であること。

４ 複数の法人による応募の場合

複数の法人により共同提案することによる参加も可能とするが、その場合は参加

しようとする全ての法人が、３⑴から⑼までの要件を満たす者でなければならない。

その場合、発注者は参加した複数の応募者を代表する者（以下「代表者」という。）

と委託契約を行うため、その他の参加者については、代表者との委託契約（発注者

との関係においては再委託者に該当）により業務を行うこととなる。

５ スケジュール（予定を含む。）

内 容 期 日

企画提案募集開始 令和４年６月２０日（月）

質問受付期限 令和４年６月２７日（月）午後３時まで

質問への回答期限 令和４年６月３０日（木）

企画案等の提出期限 令和４年７月１９日（火）午後５時必着

企画選定委員会の開催 令和４年７月２６日（火）予定

選定結果の通知・公表 令和４年７月下旬から８月上旬予定

契約締結 令和４年８月上旬から８月中旬予定

６ 企画提案書等の提出要領

⑴ 提出期限

令和４年７月１９日（火）午後５時必着

⑵ 提出方法

持参又は郵送（郵送の場合は、簡易書留等追跡可能な方法により、上記日時ま

で必着とする。）

⑶ 提出先

〒９８０－８４１０



宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号（警察本部５階）

宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課 担当：犯罪抑止対策係

⑷ 提出書類

ア 企画提案参加申込書（別記様式第１号）：１部

イ 企画提案応募要件に係る宣誓書（別記様式第２号）：１部

ウ 企画提案書（任意様式）：１２部

エ 経費概算見積書（任意様式）：１部

オ 同種・類似業務の受注実績書（任意様式）：１部

⑸ 留意事項

ア 動画の企画提案は１者２案までとする。

イ 提出された書類の差し替え及び変更は認めない。また、提出された書類は返

却しない。

ウ 審査は提出された企画提案書及びプレゼンテーションにより行うが、企画提

案書等の提出後、提案内容について説明を求めることがある。

エ この企画提案の応募に係る全ての経費は、応募者の負担とする。

オ 提出した企画提案書等に関する著作権等については、当該応募者に帰属する。

ただし、選考委員会の審査に必要な範囲において、提出書類の複製を作成する

ことがある。

カ 応募者の企画提案が選定され、当該業務に関して受注者として契約した者が

提出した企画提案書等に関する著作権等は、当該契約の成立をもって発注者に

帰属する。

キ 提出された企画提案書等は、情報公開条例（平成１１年宮城県条例第１０号）

等による開示請求があった場合、個人情報等の非開示部分を除き、開示対象と

なる。

⑹ 審査対象からの除外

次のいずれかに該当する場合は、当該企画提案は審査の対象から除外する。

ア 提出された企画提案書等に記載されている大部分の文字の判読が困難である

とき又は文意が不明確であるとき。

イ 本要領に従っていないとき。

ウ 下記９⑶に示すプレゼンテーションをしなかったとき。

エ 企画提案方式による公正な企画提案の執行を妨げたとき。

オ 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡留

保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行ったと

き。

カ 応募者、その従業者その他関係者が特殊詐欺被害防止対策業務（テレビＣＭ

事業）公募型プロポーザル方式選定委員会の構成員（以下「選定委員会」とい

う。）に対して、その任務の遂行に影響を与え得る言動をしたとき。

⑺ その他

ア 企画提案書の提出を取り下げようとする場合は、速やかに、取下書（別記様

式第３号）により申し出ること。



イ 取下げの申し出があった場合でも、既に提出した企画提案書は返却しない。

ウ 取り下げた企画提案書の再提出は認めない。

７ 提出書類の記載要領

⑴ 企画提案書

企画提案書は、日本産業規格Ａ４版（以下「Ａ４」という。）を使用し、片面

印刷とする。また、複数枚にわたる場合は、書面下部にページ番号を付すこと。

さらに、次に掲げる事項について簡潔かつ分かりやすく記載すること。

なお、表紙には「法人名」、「住所」、「代表者名」、「担当者名（部署、役職及び

氏名）」及び「担当者連絡先（電話番号及び電子メールアドレス）」を記載するこ

と。

ア 注意喚起広報用動画の制作

全体のコンセプト（概要、ねらい、閲覧ターゲット等）を明確にし、全体的

な構成や演出方法、視聴者がより理解しやすいよう工夫した点等について示す

こと。また、動画は絵コンテ等により具体的なイメージを示すこと。

イ テレビＣＭの放送

出稿計画（放送本数）について示すこと。

ウ 効果検証

検証方法について具体的に提案すること。

エ 業務実施計画書

契約締結以降の実施計画を明らかにすること。

オ 実施体制

業務の実施に当たっての体制を詳細に示すこと。

なお、本業務遂行上の業務責任者１名を置き、書面により明らかにすること。

⑵ 経費概算見積書（参考見積書）

Ａ４を使用し、片面印刷することとし、１枚を超えないこと。また、仕様書の

項目ごとに費用の内訳及び積算根拠が分かるように記載すること。さらに、消費

税及び地方消費税額の金額を算出し、合計金額を記載すること。

※ 経費概算見積書は、企画等を比較する際の参考とするもので、契約締結の際

は、再度、提出を必要とする。

⑶ 同種・類似業務の受注実績書

Ａ４を使用し、片面印刷することとし、２枚を超えないこと。また、過去２年

以内に行った主な同種・類似業務がある場合は、簡潔かつ分かりやすくまとめた

ものとすること（官公庁以外から受注した業務も含む。）。

８ 企画提案書作成等に関する質問

⑴ 質問受付期限

令和４年６月２７日（月）午後３時（必着）

⑵ 質問提出方法

電子メールとする。電子メールの件名に【特殊詐欺被害防止対策事業に関する



質問】と必ず記載し、質問書（別記様式第４号）を添付すること。

⑶ 提出先

宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課

se-skika@mail.police.pref.miyagi.jp

⑷ 留意事項

電話や口頭、提出期限経過後の質問は受け付けない。

⑸ 質問回答方法

質問に対する回答は、令和４年６月３０日（木）までに生活安全企画課犯罪抑

止対策係ホームページに掲載する。回答は質問者の名を伏せた上で掲載するので、

参加申込者は必ず他社の質問・回答を確認すること。ただし、質問又は回答の内

容が特定の質問者の具体的な提案事項に密接に関わる場合は当該質問者にのみ回

答する。また、質問の内容によっては回答しない場合もある。

９ 受注候補者の選定方法

⑴ 受注候補者の選定方法

企画提案書を提出した者（以下「提出者」という。）から、選定委員会におい

て審査し、最も優れていると判断した提出者を受注候補者として選定する。

⑵ 審査

企画提案書及びプレゼンテーションにより審査する。ただし、提出者が７者以

上になったときは、下記の要領で書面審査により、プレゼンテーションを行う提

出者を選抜する。

ア 【令和４年７月１９日（火）】企画提案書等提出期限

イ 【アの数日後】書面審査により選抜

ウ 【イの数日後】プレゼンテーションの案内送付

エ 【ウの数日後】プレゼンテーションの実施

⑶ プレゼンテーション

ア 実施日（予定）

令和４年７月２６日（火）※ 実施時間は別途通知する。

イ 実施場所（予定）

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県警察本部４階 大会議室

ウ 審査項目及び配点

審査は５０点を満点とし、審査項目及び配点は次のとおりとする。

(ｱ) 本業務の目的を理解し、明確な方針を立て達成できる提案となっているか。

（５点）

(ｲ) 動画は、

〇 「電話で『キャッシュカード』、『暗証番号』、『お金』、『保険料・税金等

の還付』の話は、詐欺ということ」について説明

〇 「電話の相手や来訪者の身分は、必ず確認すること」について説明

〇 防犯機能を有する機器の活用による固定電話対策及び県警で実施してい



る特殊詐欺電話撃退装置の無料貸出し制度

〇 宮城県警察からのお知らせ

等を周知しているか。また、視聴者が理解しやすいように工夫されているか。

（２０点）

(ｳ) 幅広い年齢層に対し、効果的な注意喚起が出来る放送時間帯等の配慮がな

されているか。（１０点）

(ｴ) 業務目的を実現するものとして、実施体制は十分か。（５点）

(ｵ) 本事業と類似する事業の実績があり、業務実行能力が高いか。（５点）

(ｶ) より少ない費用で、より大きな啓発効果を生み出す内容になっているか。

（５点）

エ 実施方法

(ｱ) 出席者は、１者当たり３名以内とする。

(ｲ) １者当たりの持ち時間は、説明２０分以内、選定委員との質疑応答１０分

程度とし、県警察が後日指定する時間割により提出者ごとに個別に行う。

(ｳ) 提出者は、提出した企画提案書に記載された内容の範囲内で、プレゼンテ

ーションを行うこと。

(ｴ) パーソナルコンピュータを使用する場合、パーソナルコンピュータその他

の機器は提出者が持参すること。プロジェクター及びスクリーンの使用を希

望するときは、プレゼンテーションの３日前までに申し出ること。

(ｵ) プレゼンテーション当日に新たな資料の配布は認めない。

オ 選定方法

(ｱ) 選定委員会が審査項目に基づいて審査の上採点した点数を合計する方法に

より、提出者の評価点を決定する。

(ｲ) 提出者のうち評価点が最も高い者を受注候補者として選定する。ただし、

評価点が同点の場合は、見積額が少ない者を選定することとし、評価点が同

点であって、かつ見積額が同額の場合には、選定委員会で合議して受注候補

者を決定する。

⑷ 審査結果の通知

審査終了後、プレゼンテーションに参加した全ての提出者に審査結果を通知す

る。

⑸ 審査結果の公表

審査終了後、プレゼンテーションに参加した全ての提出者の名称及び評価点数

等を公表する。ただし、選定された受注候補者以外は、個別の評価点が特定でき

ないよう配慮する。

⑹ その他

ア 審査・選定結果に関する質問には応じない。

イ 提出者が１者の場合であっても審査を行う。

ウ 審査の結果、業務を適切に実施できる者がいないと判断される場合又は提出

者がいない場合は、再度応募者を募集する。



10 契約の締結

本企画提案に係る契約については、次により行う。

⑴ 受注者の決定

選定委員会において決定した受注候補者を優先交渉者とし、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契

約を行うため、優先候補者から改めて見積書を徴収し、委託上限額の範囲内にお

いて契約を締結する。ただし、特別な理由により受注候補者と契約締結ができな

い場合は、他の提出者のうち最も評価点が高い者を優先交渉者とする。

⑵ 契約書の作成

発注者と受注者で協議の上で契約書を作成する。

⑶ 支払条件

支払方法は、原則として業務完了後の一括払いとする。

11 その他の事項

⑴ 動画の著作権の取扱いは次に定めるところによる。

ア 著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２８条までに規定する

全ての権利は、動画完成時に発注者から受注者に譲渡するものとする。

イ 受注者は、あらかじめ発注者から書面による同意を得た場合を除き、著作権

法第１８条から第２０条に規定する権利を行使しないものとする。

⑵ 業務の遂行に当たっては、個人情報保護に係る法令等を遵守し、業務上知り得

た個人情報を漏えい、滅失及びき損することのないよう万全の注意を払うものと

する。

12 問合せ先及び書類提出先

〒９８０－８４１０

宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号

宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課

担当：犯罪抑止対策係 相澤

ＴＥＬ：０２２（２２１）７１７１ 内線３０３４



別記様式第１号 

企 画 提 案 参 加 申 込 書 

 

令和  年  月  日 

 

宮城県知事 村井 嘉浩 殿 

 

所在地 

法人名 

代表者                印 

 

このことについて，下記のとおり関係書類を添えて申し込みます。 

記 

１ 応募事業者の概要 

事 業 者 所 在 地 

〒 
  
電話番号：          ＦＡＸ： 
E-mail： 

（ フ リ ガ ナ ） 
法 人 名 

 
 

代 表 者 職 名 
氏    名 

 

設 立 年 月 日  

業     種  

従 業 員 数                   人 

主 な 業 務 内 容  

担 当 部 署 名  

担 当 者 連 絡 先 
担当者： 
電話番号：          ＦＡＸ： 
E-mail： 

 
２ 添付書類 
  企画提案応募要件に係る宣誓書（別記様式第２号）：１部 
  企画提案書（任意様式）： １２部 
  経費概算見積書（参考見積書）（任意様式）：１部 
  同種・類似業務受注実績書（任意様式）：１部 



別記様式第１－１号 

 

複数の法人による応募の場合 

事 業 者 所 在 地 

〒 
  
電話番号：          ＦＡＸ： 
E-mail： 

（ フ リ ガ ナ ） 
法 人 名 

 
 

代 表 者 職 名 
氏    名 

 

設 立 年 月 日  

業     種  

従 業 員 数                   人 

主 な 業 務 内 容  

担 当 部 署 名  

役     割  

担 当 者 連 絡 先 

 
担当者： 
電話番号：          ＦＡＸ： 
E-mail： 

 
※ 複数の法人による応募の場合のみ添付してください。 
 



別記様式第２号 

 

企 画 提 案 応 募 要 件 に 係 る 宣 誓 書 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

宮城県知事 村井 嘉浩 殿 

 

 

所在地 

法人名 

代表者                    印 

 

 

特殊詐欺被害防止対策業務（テレビＣＭ事業）に関する企画提案の応募にあたり，下記のすべての条件

に該当し，応募資格を有していることを宣誓します。 

 

記 

 １ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規

定に該当しない者 
 ２ 応募者が所在する区域の属する地方公共団体の地方税並びに消費税、地方消費税を滞納していない者 

 ３ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者（会社

更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

 ４ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（民事

再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。） 

 ５ 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定する政治団体に該当しない者 

 ６ 宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定する宗教団体に該当しない者 

 ７ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号に規定する措置要件に該当

しない者 

 ８ 宮城県内に活動拠点（本社、支店、営業所等）を有し、委託業務を的確に遂行する能力を有すること。 

 ９ 物品調達に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成９年宮城県告示第１２７５号）第４条第２

項の規定に基づく物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録された者であること。 

                                       以上 

 



別記様式第３号 

取     下     書 

 

令和  年  月  日 

 

宮城県知事 村井 嘉浩 殿 

 

所在地 

法人名 

代表者                  印 

 

都合により，令和  年  月  日付けで提出した特殊詐欺被害防止対策業務に係る企

画提案書を取り下げます。 



別記様式第４号 

 

質    問    書 

 
令和  年  月  日  

 

連 絡 先 

法 人 名  

部署・氏名  

電 話  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

質問事項 

 

提出期限：令和４年６月２７日（月）午後３時まで 
提出方法：電子メール（その他の方法は受け付けない） 

電子メールで提出する際には、件名に「特殊詐欺被害防止対策事業に関する質問書」と必ず記 
載すること。 

提 出 先：宮城県警察本部生活安全部生活安全企画課 
メールアドレス：se-skika@mail.police.pref.miyagi.jp 


